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   佐倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 佐倉市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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佐倉市条例第   号 

   佐倉市手数料条例の一部を改正する条例 

 佐倉市手数料条例（平成１２年佐倉市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１の４０の項中「、第６３条第３項第６号若しくは第７号ロ若しくは第

６８条の６９第３項第６号若しくは第７号ロ」を「若しくは第６３条第３項第６

号若しくは第７号ロ」に改め、同表４１の項中「、第６３条第３項第５号イ若し

くは第７号イ若しくは第６８条の６９第３項第５号イ若しくは第７号イ」を「若

しくは第６３条第３項第５号イ若しくは第７号イ」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号。以下「改正法」と

いう。）第３条の規定による改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号）第

２条第１２号の７の２に規定する連結法人の連結親法人事業年度（同法第１

５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。）がこの条例の施行の

日前に開始した連結事業年度（同項に規定する連結事業年度をいう。）におけ

る当該連結法人の短期所有に係る土地の譲渡等（改正法第１６条の規定によ

る改正前の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第６８条の６９第２項

第１号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等をいう。）に関する改正後の佐

倉市手数料条例別表第１の４０の項及び４１の項の規定の適用については、

同表４０の項中「租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第２８条の４第

３項第６号若しくは第７号ロ若しくは第６３条第３項第６号若しくは第７号



ロ又は第３１条の２第２項第１５号ニ若しくは第６２条の３第４項第１５号

ニ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号。以

下「改正法」という。）附則第１４条第２項の規定によりなおその効力を有す

ることとされる改正法第１６条の規定による改正前の租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第６８条の６９第３項第６号又は第７号ロ」と、同表４

１の項中「租税特別措置法第２８条の４第３項第５号イ若しくは第７号イ若

しくは第６３条第３項第５号イ若しくは第７号イ又は第３１条の２第２項第

１４号ハ若しくは第６２条の３第４項第１４号ハ」とあるのは「改正法附則第

１４条第２項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第１６

条の規定による改正前の租税特別措置法第６８条の６９第３項第５号イ又は

第７号イ」とする。 

 


